
市教委は教育活動の再開を５月７日として

います。 

４月１４日に行われた文教福祉委員会で、党

議員の、「学校の休業基準や学校再開の基準は

どうなっているのか」という質問に、市教委は、

「国のガイドラインや府の教育委員会、他の自

治体の状況を見て検討する。今の時点では、宇

治市としての基準はない」と答弁しました。 

様々な情報が出ている中、早く必要な情報を

市民の方に伝えることが大切です。 

子ども達の命と健康を第一としながら、教育

活動再開までには、学校再開に不安を感じてい 

 

る保護者、児童が安心して通える対策を市と

して示すことが必要です。 

市の中学校では、全体の半数が３６人以上

の学級になっており、これらの学級で３密を

防ぐことは、困難です。 

党議員は、特別教室などを使用して、でき

る限り少人数で授業を行うべきと提案をしま

した。 

 

党議員団では、こ

れまで商店街や障

がい者施設への聞

き取りなど行い、市

長・教育長へ申し入

れをし、対策を求

め、一部は実施され

ました。 

引き続き、市民の

みなさんの声を活かすよう取り組みます。ぜひ

ご意見、ご要望などを議員団にお寄せください。

 

 

 

 

 

 

 

 

命をまもり学校再開を 自粛と一体で補償を 

 新型コロナウイルス感染症の影響が広がる中、４月１７日に政府は、これまで 7都道府県で

発令していた「緊急事態宣言」を全国に拡大しました。それに伴い、これまで市内小中学校で

行われていた登校日は中止に、「預かり登校」については、制限付きの実施となりました。 

 日本共産党は、国政でも地方でも、市民のみなさんの生活実態に基づく具体的提案を行い、

「新型コロナ対策」の早期実施へ全力をあげます。 

日 本 共 産 党 宇 治 市 議 団 

議員団だより 2020.4.26 

TEL 0774-22-3141（市役所内） 

学校再開に向けて 

市としての基準を 

安心して学校に通える 

具体策を 

３、介護・障害者など社会保障の体制を守り、ジェン

ダーの視点での対策をすすめる。 

４、消費税５％への減税に踏み切るものです。 

※詳細は党 HP、新聞赤旗などをご確認ください。 

 日本共産党は１６日、新たに「感染爆発・医療崩壊を止める緊急提案」を行い、政府・与野党

連絡協議会に提出し対策の早期実施を提案しています。 

１、外出自粛・休業要請などによって、直接・間接の損失を受けている、すべての個人と事業

者に対して、生活と営業が持ちこたえられる補償を、スピーディーに実施する。 

２、医療崩壊を止めるために、検査体制を抜本的に改善・強化するとともに、医療現場への本

格的財政的支援を行う。 

 

外出自粛・休業要請と一体の補償、検査体制強化と医療現

場への本格的財政支援を 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

住居確保給付金 

離職・廃業した日から２年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少している

などの理由で、家賃の支払いにお困りの方に２０２０年４月２０日から、住宅確保給付金の拡充により、

一定期間（一回の申請につき３か月支給、三回まで申請可。最長９ヶ月まで）、家賃相当額を自治体から

家主さんに支給をします。 

試算が一定額以内、かつ、収入基準額を超える収入を得ていないか。 

宇治市の場合 

 単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 

収入基準額（月額） １２４，０００円 １７８，０００円 ２２４，０００円 

支給家賃額（上限額） ４０，０００円 ４８，０００円 ５２，０００円 

 

世帯の預貯金が以下を超えないこと（但し１００万円を超えない額） 

 単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 

貯金額の合計 ５０．４万円 ７８万円 １００万円 

 

生活困窮者自立支援担当  ＴＥＬ：0774-20-8784 ＦＡＸ：0774-21-0407 

 

各種相談窓口 

【制度の名称】 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口 

【制 度 内 容】 新型コロナウイルスにより影響を受ける中小企業・小規模事業者の相談窓口を設置し

て、経営上の相談を受付。 

相談日時：平日の８時４５分～１７時３０分 

【問い合わせ先】場所：宇治商工会議所（宇治市琵琶４５-１３ 産業会館２階） 

        電話番号：０７７４－２３－３１０１ 

【制度の名称】 ＤＶ等の電話相談の拡充 

【制 度 内 容】 新型コロナウイルスによる外出自粛や社会環境の変化によりＤＶ等の深刻化が懸念さ

れており、市の電話相談を拡充。 

        相談日時：９時～１２時（月曜日を除く） 

【問い合わせ先】女性：0774-39-9379 

        男性：0774-39-9377. 

【制度の名称】 子育てについての電話相談 

【制 度 内 容】 新型コロナウイルスによる外出自粛や学校 

休業などで懸念される子育てのストレス、悩 みなどの相談窓口 

相談日時：月曜から金曜（祝日除く） 

９時～１２時、１３時～１６時 

【問い合わせ先】子ども家庭相談 0774-39-9178 

        男性：0774-39-9377. 


